
5 災■焼付銅慶を学暮侵徽にも■用する   

加7年度の蠣査では施鮫が鈍建着から事故尭生時棚の同意や、施絞の棚を偉換の榔  

範囲に農産する旨の誓約疇垣とったりする事柄がみられた倉   

街区l沖f貴意から保険の触九択祝の把握、保険の棚こついて、施瞭儀査から保険の請求状  

敵オ求しなかった理由について検討した8   

＜市洞暮＞  

（l）市釧村が手ども¢慧の加入状況を把■していないり・－スも   

①r子どもIま全員が榊に加入してい剥が弧．1％。   

②市田晰ir加入を掴逢していない」ケースが＆軋「馳入していないlがも丁％ある。   

③「市区町村が幹雄している働ミあるjは温3％、  

撥再金は「1．㈱円乗檎jが瓜4％、短，㈱円以ね1ヱ．6％であるn   

⑥死亡喝の保換金は凝削万円以下J一腹0％、「2．㈱万円払出温2％と自治掛こより大きな監   

⑳保険の細は醐垂記．6％、稲敷外活動中j敗1％、「地紋～の往征途上  

7鼠3％であり、学監酬外甜や地殻への往復脚できていないなど側玉串られる。   

く此＞   

¢ rケガが発生したが、踊を請求しなかったケースがある」は弧4％である8   

②保険を淋しなかった件数は1助件（件数の回答があゃた慧鴇毅の合計）である。   

許その主な理由：情を檜求ナるほどではなかりた、j勤；ヰ臥ヒにならなかった、汁求の巣特に漕た  

なかりた∴別解者が糟求Lない、儀類の提出がなかった、など亨  

帥ボインH   

行駄が活発な小学生に托、日常の学童保育下においてケガや事故は起こるものであり、もし．施設  

側力職生による十臨追及軌て子どもたち端的な活動を抑制することがあるとすオu£  

子どもにとりて望ましいことでは劉㌔  

【攫■】  

1．当酬専保険、船脚こ祖入するように馴られるべきであ軋  

2．将来的には苧亜臨書にも災害染轟給付搬を連用することボ戒めら丸る▲これにより、学童録  

音に通う子どもたもが学校・保著所の手どもたちと向酬を受けられることになり、   

同じ芋崩綬や保棄所懐利用しながち、学童保育珊になった途頓に典粛】搬酬こ   

なるという不自然さ・不公平感鹿なくすことができる。このために、学童保育が災春樹給付制  

庶の掴となるように法改正が求められるa  

3．民脚も保護者が人的資潜、貸金盈闇し合ってサービス脚の基礎を薫いている  

等、Ⅶ着としての職者Jと「サービス提供の樹」がi複している場合がある。このよう   

な民意の苧i県育への災酬用によや∴児童・保護者・指導員にとって、「任意の保険   

より適用対象∴棚飾範臨ポ広い、r保険枠免租が少額で済むJ、「簡易な車線で酬済が受け   

られ別などの利点がある．  

軸出先：闇省t用研一児量細島、文脚スポ⊥ツ・書州  

11  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

30   



※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

31   



放課後児童指導員の資格の状況  

保育士、幼稚園教諭、幼稚園教諭以外の教諭の  
資格を有する者が5割を超えている。  

保育士・幼稚園教諭  幼稚園以外の教諭  児童福祉経験有り  その他38条  資格なし  

注1：（）内は総数に対する割合である。数値はボランティアを含めず、常勤・  

非常勤を区別しない。また、1人の指導員に対し、1つの資格を計上。  

注2：「その他38条」は「保育士・幼稚園教諭」、「幼稚園以外の教諭」、「児童  

福祉経験有り」以外で児童福祉施設最低基準第38条第2項に該当す  
る者。  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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＜放課後子どもプラン実施状況調査（平成20年3月）（保護者アンケート）＞  

児童クラブの実施場所に適切と思う場所  

46．1  トナ持内■伊里吏罠  

62．8  、十h一汁山内厚用塗．塁  

27．ヰ  児童館等  

地区センター等 ∴乱6   

民間施設 ■1．8  

その他 ■2．3  

無回答  「  7．9  

10  王D  ヨ0  ヰ0  50  60  了D  
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＜佐賀県の取り組み＞  

学童保育支援センター組織図  
連携団体  県センター   

統括コーディネーター1名  

支援コーディネーター1名  

事務局2名 支援専門員4名  

運営委員会   
理事  4名   

運営委員 6名  
冒険遊び場SAGA  

さがネイチャーゲームの会   

佐賀大学スーパーネット   

さがCAP 笑育舎   
子育て広場さんさんさん  

NPO法人それいゆ   

夢の学校をつくる会  

クリエイトさが  

青空教室あそば   

元気塾 フリーリー  

チヤイルドライン設立準備会  

Kodomo2．0  

指導・助言   

支援センター運営会議  

事業部会議  

県センター2名  

事業部長5名  

支援ネットワーク会議  

県センター2名  

地域センター長4名  

関連機関10名  

支援会議  

県センター2名  

センター長4名  

専門員4名  

鹿島センター  
センター長1名・支援員2名  

鹿島市・武雄市  

嬉野市・大町町・太良町  

5市町33クラブ  

伊万里センター  
センター長1名・支援員3名  

伊万里市・唐津市  

玄海町・有田町  

4市町53クラブ  

佐賀センター  
センター長1名・支援員3名  

佐賀市・多久市  

小城市・江北町・白石町  

5市町61クラブ  
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＜事業に対する国の助成［児童手当勘定（特別会計）から事業実施市町村への補助］＞  

○平成21年度予算額234．5億円（47．6億円増）  
運営費の負担の考え方  

国  

保護者  1／6（※）  

1／2  
都道府県  

1／6  

市町村  

1／6  

○運営費  

・概ね1／2を保護者負担で賄うことを想定。  

・残りの1／2分について、児童数が10人以上で、   

原則、長 期休暇（8時間以上開所）を含む年間250日以上開設  

・児童数36～70人の場合、基準額：242．6万円   

※ 6時間以上開所しているクラブが、18時以降開所延長する場合に長時間開所に係る加算あり  

○整備費  

1／2  1／2   

※「国1／6」の財源は事業主拠出金  

・新たに施設を創設する場合（基準額：2，112．4万円）のほか、学校の余裕教室等を改修する場合  

（基準額：700万円）、備品購入のみの場合（基準額：100万円）も助成  

※運営費又は整備費（創設費を除く）は、国、都道府県、市町村が3分の1ずつ、整備費（創設費）は、国、都道府県   

者（社会福祉法人等）が3分の1ずつ負担  

寸又は  
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＜勤続年数＞  

指導員の平均勤続年数は、常勤で5年未満が約4割、非常勤で3年未満が約5割となっており、短期間なも  
のとなっている。  

（施設数）  

1年未満   1～3年未満  3～5年未満  5～10年未満  10～20年未満   20年以上   合計   

常勤  
8   89   274   354   152   138   

（27．0％）   （34．9％）   （15．0％）   （13．6％）  
1，015  

（0．8％）   （8．8％）  

公立公営  0   3   22   19   80   125   

（0．0％）   （7．6％）   
249  

（1．2％）   （8．8％）  （32．1％）   （50．2％）  

公立民営   
6   54   213   284   39   6   

（1．0％）   
602  

（9．0％）   （35．4％）   （47．2％）   （6．5％）   （1．0％）  

32   39   51   33   7   

民立民営   
2  

164  
（19．5％）   （23．8％）   （31．1％）   （20．1％）   （4．3％）   

非常勤  
58   378   311   124   22   3   

896  
（6．5％）   （42．2％）   （34．7％）   （13．8％）   （2．5％）   （0．3％）  

公立公営   
38   110   44   32   5   0   

229  
（16．6％）   （48．0％）   （19．2％）   （14．0％）   （2．2％）   （0．0％）  

公立民営   
13   199   240   74   14   2   

542  
（2．4％）   （36．7％）   （44．3％）   （13．7％）   （2．6％）   （0．4％）  

7   69   27   18   3   

民立民営  125  
（5，6％）   （55．2％）   （21．6％）   （14．4％）   （2．4％）   （0．8％）   

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  
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＜給与実態＞  

常勤指導員の月給の平均は、約20万円であり、非常勤指導員の月給の平均は、約8．2万円となっている。  

（施設数）  

10万円～   15万円～   20万円～   25万円～   30万円～   

5万円未満  5万円～  40万円以上  合計  

常勤  
4   29   102   568   80   18   74   64   

（0．4％）   （3．1％）   （60．5％）   （8．5％）   （1．9％）   （7．9％）   （6．9％）  
939  

（10．9％）  

公立公営   6   18   36   5   7   71   61   

（0．5％）   （2．9％）   （8．8％）   （2．4％）   （3．4％）   
205  

（17．6％）  （34．6％）   （29．7％）  

公立民営   2   19   49   473   30   3   0   2   

（0．3％）   （3．3％）   （8．5％）   （5．2％）   （0．5％）   （0．0％）   
578  

（81．8％）  （0．3％）  

民立民営   
4   35   59   45   8   3   

（0．6％）   （2．6％）   （5．1％）   （0，6％）   
156  

（22．4％）   （37．8％）   （28．8％）  （1．9％）   

非常勤  
273   365   92   101   41   0   

（4．7％）   （0．1％）   （0．0％）   
874  

（31．2％）  （41，8％）   （10．5％）   （11．6％）  （0．1％）  

公立公営   68   30   18   83   38   0   0   

（7．6％）   （16．0％）   （0．4％）   （0．0％）   （0．0％）  
238  

（28．6％）  （12．6％）  （34．9％）  

公立民営   172   288   46   12   2   0   0   

（8．8％）   （2．3％）   （0．4％）   （0．0）   （0．0％）   
521  

（33．0％）  （55，3％）  （0．2％）  

民立民営   
33   47   28   6   0   0   0   

（5．2％）   （0．9％）   （0．0％）   （0．0％）   
115  

（28．7％）  （40．9％）   （24．3％）  （0．0％）   

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  
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＜利用者負担＞  

放課後児童クラブに係る利用者負担については、2，000円～10，000円の間で設定されている割合が高い。  

割  合   

利用料なし   9．4％   

2，000円未満   8．0％   

2，000～4，000円未満   19．8％   

4，000～6，000円未満   20．1％   

6，000～8，000円未満   15．4％   

8，000～10，000円未満   6．9％   

10，000～12，000円未満   7．8％   

12，000～14，000円未満   3．6％   

14，000～16，000円未満   2．9％   

16，000円以上   3．1％   

2003年調査   2007年調査   

5，000円未満   49．1％   41．8％   

5，000～10，000円未満   40．3％   46．4％   

10，000～15，000円未満   9．4％   10．1％   

15，000～20，000円未満   1．1％   1．7％   

20，000円以上   0．1％   0％   

＜平成15年及び平成19年（全国学童保育連絡協議会調べ）＞  

＜平成13年地域児童福祉事業等調査（厚生労働省）＞  
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社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告  

（財源・費用負担部分抜粋）  

平成21年2月24日  

5 財源・責用負担について   

O 「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終報告における指摘も踏まえ、以下のような点に   

ついて、引き続き検討していく必要がある。  

少子化対策は我が国の社会経済や社会保障制度全体の持続可能性の根幹に関わる国家的・緊急的課題に対する政策であるこ  

と、我が国の次世代育成支援に対する財政投入が諸外国に比べ規模が小さいこと、新たな制度体系の実現には財源確保が欠か  

せないことなどを踏まえ、一定規模の効果的財政投入が必要であること。そのために、必要な負担を次世代に先送りするよう  

なことがないよう、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行う必要があること。  

新たな制度体系の費用負担のあり方については、社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）で重層的に支え合う仕組み  

が必要であること。  

全国に共通する基幹的な次世代育成支援策については、国が基本的設計を行うとともに、その施策ごとの費用を、国と地方  

公共団体の最適な負担を検討していくべきであること。  

自治体間でのサービス内容・水準の不適切な地域差が生じることがないよう、厳しさを増す地方財政への配慮が必要である  

こと。また、公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要であること。  

事業主の費用負担については、事業主にとって次世代育成支援が持つ意義を考慮するとともに、働き方と関連の深いサービ  

スなど、個別の給付・サービスの目的t性格に照らし、受益と負担の連動を考慮すべきこと。  

利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できるようにすることに配慮しながら、今後、具体的  
な議論が必要であること。   

・ 多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきであること。   

○ また、財源の程度と政策のプライオリティ付けは相関関係にあり、給付設計を考えていく上でも、財源についての議論を深め   

ることが必要である。   

○ さらに、働き方の見直しと新たな制度体系の関係性の深さにかんがみ、例えば、事業主拠出を求める場合に事業主の働き方の   

見直しを促進するような仕組みの検討なども引き続き進めるべきである。  
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＜放課後子ども教室について＞  

【放課後子ども教室推進事業についての内容・目的】  

青少年の問題行動の深刻化や地域の教育力の低下等の緊急的課題に対応するため、放課後や週末等にすべての子どもを   
対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取り組みを推進する。  

【放課後子ども教室の実施休制】  

放課後子ども教室の実施  

安全管理員  
学習アド／くイザー  

軍｛学費   

教室開設に必要な備品整備  

■活動メニュー例  

体験の場：野球、茶道、伝統芸能など  
交流の場：地域住民との異世代交流、異年齢交流など  

学びの場：宿題、英会話、科学実験など  

その他 ：昔遊び、読み聞かせ（絵本、紙芝居）など   
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＜放課後児童クラブと放課後子ども教室について＞  

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）   放課後子ども教室推進事業   

趣旨・対象   共働き家庭の児童（小学校おおむね1～3年生）を対象と   すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、  
して、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供   地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民と  

【児童福祉法第6条の2第2項に規定】   の交流活動等の取組を推進   

21年度予算額  234．5億円（24，153か所分）   委託事業分1．3億円、補助事業分142．6億円の内数  
（15，000か所分）   

補助率   1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）  1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）   
※別途保護者イ禾＝用料）色相あり  

補助基準額  運営費：242．6万円（児童36人～70人の場合）   運営費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）  

（21年度）  創設費：2，112．4万円、改修費：700万円、  備品費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）   
備品費：100万円  

指導員等   放課後児童指導員（専任）を配置   地域の大人、退職教員等を安全管理員、学習アドバイザー等として  
配置   

実施場所   学校内（余裕教室）   28．5％   小学校  70．1％  

学校内（専用施設） 19．8％  1 

・ （平成20年度）  

設  ． 

（平成20年5月）  
15．0％  

既存公的施設   9．1％  （集会所、文化センター、公園など）   
その他（民家、保育所等）17．0％  

実施か所数   17，583か所（平成20年5月）〔対前年898か所増〕   7，919か所（平成20年度）   

利用児童数   登録児童数約79万人（平成20年5月）  

〔対前年4．5万人増〕   力 

〕 

（平成18年度）   

実施形態等   原則として年間250日以上開所（夏休み等の長期休暇や必  概ね年間を通じて断続的・単発的に実施（平成20年度は1か所あた  
要に応じて土曜日も開所）   り平均121．6日）   

※平成18年度の数値は、地域子ども教室推進事業の実施状況  
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＜「放課後子どもプラン」の基本的考え方【要旨】＞  

1．「放課後子どもプラン」の定義  

○ 市町村が策定する「事業計画」と同計画に基づく「放課後対策事業」   

（放課後子ども教室推進事業・放課後児童健全育成事業）の総称  

5．都道府県の体制、役割等  

○ 都道府県は、実施主体である市町村において円滑な取組促進が図   

られるよう、以下の支援を実施  

・行政、学校、社会教育、福祉の各関係者及び学識経験者等で構成  

される「推進委員会」を設置し、プランの実施方針、指導者研修の企  

画、事後検証■評価等、域内におけるプランの総合的な在り方を検討  

・コーディネーター、安全管理員、放課後児童指導員等の事業関係  
者の資質向上や情報交換・情報共有を図るための研修の合同開催  

・基本的に教育委員会が主管部局となるが、都道府県の実情に応  

じて福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

・主管部局は、推進委員会事務局、補助申請事務等の業務を行う  
に当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。  

2．実施主体  

○ 事業計画の策定主体：市町村  

○ 事業の実施主体：市町村、社会福祉法人、特定非営利活動法人他  

3．事業経書  

○ 国において、二つの事業を「放課後子どもプラン推進事業」として、   

交付要綱等を一本化し、都道府県・指定都市・中核市に交付  

○ 都道府県においても、国に準じて交付要綱等を一本化し、国・市町   

村との事務手続を基本的に教育委員会が一括して処理  
6．市町村の休制、役割等   

○ 市町村は、行政、学校、放課後児童クラブ、社会教育、児童福祉、   
PTAの各関係者及び地域住民等で構成される「運営委員会」を設置   

し、事業計画、活動プログラムの企画、事後検証・評価等を検討  
○ 基本的に教育委員会が主管部局となるが、市町村の実情に応じて   

福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

○ 主管部局は、運営委員会事務局、補助申請事務等の業務を行うに   
当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。  

4．事業計画の策定  

○ 市町村は、教育委員会と福祉部局の具体的な連携方策、21年産   

までの「放課後子どもプラン推進事業」の小学校区単位の実施計画等   

を盛り込んだ事業計画策定に努めることとする。  

○ また、本事業計画が、次世代育成支援行動計画の内容を前倒しし   

て実施するもの等であっても、行動計画の変更は必ずしも必要としない。  

7．市町村における事業の実施  

○ 余裕教室の利用や小学校敷地内での実施を基本とし、体育館、保健室等の学校諸施設の弾力的な活用に努めることとするが、現に公民館や児童   
館など小学校外で事業を実施している、余裕教室が無いなどの場合に、地域の実情に応じて小学校外で実施しても差し支えない。  

○ 各小学校区毎に、学校や関係機関・団体等との連絡調整、活動プログラムの企画・策定等を行うコーディネーターを配置  
○ 学習活動やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会の提供や、放課後児童クラブ対象児童に対する現行水準と同様の   
サービス（適切な指導員の配置、専用のスペースの確保等）の提供  
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